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はじめに

近年、地球的規模での環境問題が深刻さを増す中で、平成18年９月に策定され

た新たな森林・林業基本計画において、地球温暖化の防止や景観の保全等ととも

に、生物多様性の保全に対するニーズにも的確に応えて、優れた自然環境を有す

る森林の維持管理等を推進することが、重点的に取り組むべき事項の一つとされ

たところである。

北海道国有林は、７割が天然林で、全国の国有林の天然林の約半数を占めると

ともに、その天然林はトドマツ、エゾマツ等の亜寒帯性の針葉樹とミズナラ、ウ

ダイカンバ等の温帯性の広葉樹が分布する多様性に富んだ森林で構成されてお

、 、 、り ヒグマ クマガイソウ等希少な野生生物の生息・生育の場となっているなど

多様な動物・植物相から成り立っている。

北海道森林管理局では、従来から、保護林や緑の回廊の設定を行うとともに、

クマタカ、オオタカ、レブンアツモリソウ等の希少な野生生物の生息・生育森林

における調査、タンチョウ、シマフクロウ等の特定動物生息地保護林やエゾウス

ユキソウ、ユウバリコザクラ等の生育地となっている植物群落保護林等に設定し

た箇所での巡視、盗掘防止柵の維持管理、生息地環境整備のための間伐等を実施

しているところである。

、 、 、しかしながら そうした保護林等の設定や保護林等での調査 事業については

個々の森林や生息・生育する野生生物個々の保全の緊急度などから判断して順次

実施されてきており、北海道国有林全体の生物多様性保全の観点からは必ずしも

十分な戦略を持って対応してきたとは言い難い面があった。

また、天然林の整備について、これまで量的な資源管理に重点が置かれがちで

あり、生物多様性保全の観点からの配慮が十分と言えない面もあったと考えられ

る。

特に、地域本来の樹種構成から大きく変わっている森林、笹生地や疎林化して

いる森林等、必ずしも健全とは考えられない森林も存在しており、生物多様性保

全の観点から問題となっている。そして、地球温暖化防止のための森林吸収源対

策に資する観点からも、健全な森林を整備し、森林の二酸化炭素吸収量を確保す

ることが重要であり、森林吸収源対策に資する観点からもこのような森林の取扱

いについて検討が必要である。

我が国は、平成５年に「生物の多様性に関する条約」を締結し、平成14年に新

・生物多様性国家戦略を策定して、国内の生物多様性の保全に関する措置を実施
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しているが、この１月には、我が国として、平成22年(2010年)開催の生物多様性

条約第10回締約国会議（ＣＯＰ10）の日本招致を閣議了解しており、生物多様性

に富むこの北海道国有林としても、貢献することが望まれている。

このような中、本検討委員会は、北海道国有林の生物多様性の確保の観点から

見た課題等について検討し、生物多様性に関する基本的な調査方針を立てること

を目的に設置されたものであり、このとりまとめは、生物多様性の確保の観点か

ら見た課題とその検討方向等について、これまで議論された結果等を踏まえて、

中間的にとりまとめたものである。
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Ⅰ 北海道の自然環境、森林資源

１ 北海道の自然環境

北海道の気候は、世界気候区分では冷帯（亜寒帯）に属し、温帯に属する本

州に対し、気温・湿度とも低く、四季の変化がはっきりしているのが特徴であ

る。また、四方を太平洋、日本海、オホーツク海の三つの海に囲まれ、海流の

影響を受けるとともに、陸からの季節風、海洋からの季節風の影響、中央部が

脊梁地である地形的な影響を受けている。北海道の気候区分は、

①暖流の対馬海流の影響で、道内でも温暖で冬期間の積雪・降雪が少ない道南

地域（渡島半島南部）

②夏は晴天が多く、対馬海流の影響で気温が高い一方、冬は北西の季節風の影

響で風が強く、降雪量が多い檜山管内から宗谷管内までの日本海沿岸地域

③夏は濃霧の影響で晴れ間が少なく、気温が低めに推移し、冬は雪が少なく、

晴天が続くが寒さが厳しい根室から釧路、十勝などの太平洋沿岸東部地域

④対馬海流の影響で、太平洋沿岸東部地域ほど気温が下がらない日高、胆振な

ど太平洋沿岸西部地域

⑤夏は気温が高めに推移し、冬は著しく気温が下がる上川盆地、名寄盆地など

内陸地域

⑥年間を通じて乾燥した季節風が吹き込むため、晴天に恵まれ、降水量（降雪

量）の少ないオホーツク沿岸地域

の６つの気候に区分される（図Ⅰ-１ 。）

自然景観としては、大雪山、日高山脈に代表される山岳、阿寒湖、洞爺湖等

の天然湖沼、釧路、サロベツ等の湿原、知床半島、積丹半島等の海蝕崖等雄大

で変化に富んだ資質と規模を誇っている。

、 、植物相は ブナに代表される温帯域として位置づけられる渡島半島部を除き

ミズナラ、シナノキ、エゾイタヤ等の温帯性落葉樹と、エゾマツ、トドマツ等

の亜寒帯性針葉樹が入り混じる温帯から亜寒帯への移行帯（針広混交林帯）と

して位置づけられ、また、高緯度にあることから、本州と比較して低い標高の

ところから亜高山性植生や高山性植生が見られ、さらに、北方特有の広大な湿

原群落や高山植物群落、海浜植生群落（原生花園）等の特徴ある植物相が各地

に発達している。

針広混交林帯としての北海道の森林植生は、構成種数が豊富であること、階

層構造がよく発達していること、林内に木本蔓植物が比較的多いこと、林床が

ササ類でほぼ完全におおわれていることなど、北東ヨーロッパや北米東部の森

林には見られない特徴がある。また、温帯北部の極盛相のブナ自生北限やヒノ

キアスナロの自生北限、亜寒帯の代表種であるトドマツの自生南限が渡島半島

のつけ根の黒松内低地帯周辺に見られ、ヒメコマツの北方変種のキタゴヨウマ

ツの日本海側北限も存在している（図Ⅰ-２ 。森林の林床植生はその優占種）

により、蘚苔型、灌木型、スゲ型、シダ型、ササ型に大別でき、このうち、サ

サ類は北海道の林野面積の60～70％に生育し、樹木の天然更新の妨げとなって
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いる その分布は 一般には大型のチシマザサが西部の多雪地帯と標高700～1,。 、

100m以上の山岳地帯に分布し、小型のミヤコザサが太平洋側地域の積雪の少な

い胆振・日高地方の低山帯、十勝・釧路地方の平野部に分布している。中型の

クマイザサがこれらの中間地帯に分布し、分布域は最も広くなっている（図Ⅰ

-３ 。）

このように、現在の北海道の豊富な植物相は、北海道が島であり、本州やサ

ハリン、あるいはサハリンを経由してユーラシア大陸との間で接続と隔離をく

りかえしたという地史的な特殊性があり、しかも、約２万年前といわれる最終

氷期の最寒冷期においてもほとんど氷河が発達しなかったことで、多くの植物

が氷期を通じて生育できたことが、要因のひとつとされている。

動物相では、ヒグマ、エゾライチョウ、イトウ、キタサンショウウオ等の北

方系動物の生息、天然記念物に指定されている北海道だけに生息するタンチョ

ウ、シマフクロウや北海道を主な生息地とするクマゲラやオジロワシ等が生息

している。特に、北海道のヒグマは、世界的な分布の南限の個体群（集団）で

あり、温帯北部から亜寒帯南部の森林環境を主な生息地としていること、世界

的にみても人口密度が高い地域に個体群が存続していること、狭い島の中で多

、 。くの人間とヒグマが共存していることから 北海道は希有の地域とされている

北海道のヒグマ個体群の現状は、渡島半島、日高夕張の各地域では個体群は比

較的安定しているが、積丹・恵庭、天塩・増毛の各地域では1970年代から1980

年代にかけて分布域の縮小、個体数の減少が進み、1990年代以降も顕著な回復

は見られない。また、道東・宗谷地域では局所的には衰退したが、全体として

は維持しているとされている。行動圏を最外郭法で求めた大きさは、メスで最
2 2 2小で知床の年間10～15km 程度から、渡島半島の10～60km 、白糠丘陵の約40km

までさまざまであり、オスの正確な行動圏の大きさははっきりわかっていない

が、道央に位置する石狩低地帯南端の平地林で捕獲したオスの成獣で、最低で

東西約65km、南北13kmを移動し、行動圏は500km 以上におよぶと考えられる。2

知床半島におけるほぼ年間を通じた追跡では、199km 、462km の２例の結果が2 2

得られている。渡島半島や知床半島でも40km以上にわたる長距離の移動、白糠

丘陵でも100km以上の長距離の移動が観察されている（表Ⅰ-１ 。）

北海道では、このように本州以南では見られない北方系の野生動物や、北海

道に固有の高山性の植物等、我が国の中でも特有の動植物相による多様な生態

系が形成されている。しかしながら、一方で、開発の進展に伴う野生生物の生

息・生育域の減少や、乱獲、盗掘等による影響のため、特定の野生生物の減少

、「 」が進んでおり 日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－

及び「北海道レッドデータブック」に多くの野生生物が登録されている（表Ⅰ

-２ 。）

２ 北海道の森林資源と北海道国有林の位置づけ

北海道は、その面積の約７割、全国の森林面積の約２割に当たる554万haの

森林を有し、このうち、304万haが北海道森林管理局が管理経営する国有林野
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で、北海道の森林面積の過半（55％）となっており、大雪山や日高山脈等の脊

梁山地の大部分を占めている（図Ⅰ-４ 。）

北海道国有林の約７割に当たる216万haが天然林であり、その蓄積は301百万

m となっている。約２割に当たる67万haが人工林で、その蓄積は62百万m であ３ ３

り、主要樹種はトドマツ、エゾマツ、カラマツとなっている（図Ⅰ-５ 。人）

工林は成熟化が進んでいるものの、その林齢は31から40年生をピークとした山

型となっており、保育を要する40年生以下の森林が約８割を占めている。

国有林材の供給量は、昭和43年度に７百万m を超える木材を供給していた状３

、 、 、況から 近年では百万m 程度で推移しており 天然林からの伐採量については３

平成８年度の185万m から平成18年度（見込み）は34万m となっており、人工３ ３

林からの伐採割合が高まってきている（図Ⅰ-６ 。）

さらに、大雪山国立公園、知床国立公園のそれぞれ９割、阿寒国立公園の８

割が国有林となっているなど、全国の自然公園等の総面積のうち、国有林の占

める割合は約４割であるのに対し、北海道内では、国立公園の８割、国定公園

の６割近くが国有林であり、北海道国有林は良好な景観や自然環境を有してい

る（図Ⅰ-７ 。また、知床半島の国有林は、知床世界自然遺産として登録さ）

れた陸域の94％をカバーし、そのすべてを「知床森林生態系保護地域 （約46」

千ha）に設定している（図Ⅰ-８ 。）

３ 森林に対する国民の要請の変遷

森林の果たす役割に対する国民の要請は、その時代における社会情勢の変化

により変化してきている。

戦前及び戦後の高度経済成長下においては、木材需要が急激に増加したこと

から、木材生産の場として大面積の伐採が行われ、天然林を成長の旺盛な針葉

樹人工林へ改良することが積極的に図られるなど、森林は木材生産への要請に

応えるために活用されてきた。

昭和40年代以降は、国民生活の水準が向上し、余暇時間の増大や自然・健康

志向の高まり等を背景に、自然環境の保全、保健文化、生活環境保全の役割が

注目されてきた一方、木材貿易が自由化されたこともあり、木材生産に対する

要請は相対的に低くなった。

近年は、森林の有する国土の保全その他の公益的機能の発揮への期待が高ま

り、とりわけ地球温暖化の防止や生物多様性の確保等の観点から地球的規模で

森林を持続的に利用管理するという認識が急速に広まるとともに、森林とのふ

、 。れあいに対する期待が高まるなど 森林に対する国民の要請が多様化している

国有林にあっては、平成10年度から、国民の要請に適切に応えるため、個々

の国有林野を重点的に発揮させるべき機能によって類型化し 「水土保全林 、、 」

「森林と人との共生林 「資源の循環利用林」に区分し、機能類型に応じて」、

管理経営を実施している。

中でも生態系として特に重要な森林は、大正４年に制度発足し、平成元年度

に見直しを図った保護林制度により保護林に設定し 「森林と人との共生林」、
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のうち自然維持タイプに位置づけ、厳正に保護を図っている。また、平成12年

からは、保護林を核に森林の連続性を確保し、野生動植物の移動の場を確保す

るため 「緑の回廊」を整備している。、

また、森林は古来から花見、紅葉狩など保健休養の場として使われてきてい

るが、国有林内において、森林と人とのふれあいの場を提供するため、昭和48

年度にレクリーションの森制度が発足し、森林とのふれあいを通じた豊かな国

民生活の推進に大きく寄与してきている。また、平成11年度からＮＰＯ等が行

う自主的な森林づくり活動を支援するため、国有林野を活動の場として提供す

る「ふれあいの森 、また、平成14年度から子どもたちが森林の中で自由に遊」

べるよう、国有林野をフィールドとして提供する「遊々の森」の設定を進めて

いる。さらに、国有林野を活用し、自然再生や生物多様性の保全等に取り組む

ＮＰＯ、森林環境教育に携わる教育関係者等への支援活動を強化することを目

的に、平成16年度に「森林環境保全ふれあいセンター」を設置している。

４ 生物多様性に関する主な制度等の変遷

野生生物が世界各地で消滅している現実を受けて 国際条約として1993年 平、 （

成５年）に「生物の多様性に関する条約」が発行した。同条約では、生物多様

性の保全及び持続可能な利用を目的とする国家戦略の策定に関する規定があ

り、締約国である我が国は、1995年（平成７年）に「生物多様性国家戦略」を

策定、さらに2002年（平成14年）に改訂された「新・生物多様性国家戦略」に

基づく、生物多様性の保全に関する施策の推進が図られている。

我が国の自然保護行政においては 「自然環境保全法 （昭和47年６月22日、 」

法律第85号）に基づき、優れた自然環境の保護等が進められている。自然環境

保全法に基づく、原生自然環境保全地域が全国に５地域（北海道国有林に２箇

）、 （ ） 、所 自然環境保全地域が全国に10地域 北海道国有林に１箇所 が指定され

自然環境保全地域に準じる自然環境を有する区域として都道府県自然環境保全

地域が全国に536地域（北海道国有林に４箇所）が指定されている。

野生動植物の保護については、1973年（昭和48年）に国際自然保護連合（Ｉ

ＵＣＮ）で採択されたワシントン条約（ 絶滅のおそれのある野生動植物の種「

の国際取引に関する条約 （我が国は1980年（昭和55年）に締約 ）により、」 ）

野生動植物の国際取引の規制が行われるようになった また 国内的には 鳥。 、 、「

獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 （平成14年７月12日法律第88号）等」

を中心に取り組まれ、昭和38年から鳥獣の保護繁殖を図るため、必要な地域に

ついては、同法律に基づく鳥獣保護区を設定し、鳥獣の捕獲を禁止するととも

に、特別保護地区での生息環境の保全を図っている。さらに、平成４年には、

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 （平成４年６月５」

日法律第75号）が制定され、国内における絶滅のおそれのある野生動植物は、

国内希少野生動植物種に指定され、その生息・生育環境の保全等が図られてい
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る。

野生生物の生息状況等の基礎資料の整備を図るため、環境省等において、絶

滅のおそれのある種の現状を把握するための調査を実施し、そのリストアップ

を行い、レッドデータブックとして、動物については平成３年にとりまとめ、

その後も、分類群ごとにリストを作成・公表し、これを基にレッドデータブッ

クを順次取りまとめている。また、北海道においても、平成13年に「北海道レ

ッドデータブック2001」を取りまとめ、公表している。
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Ⅱ 生物多様性の確保の観点から見た北海道国有林の現状

１ 森林の現状

国有林野では、重点的に発揮すべき機能に応じて 「水土保全林 「森林と、 」、

人との共生林 「資源の循環利用林」に区分しており、北海道国有林では70」、

％が「水土保全林 、25％が「森林と人との共生林」に機能類型区分されてい」

る。この機能類型に応じて必要な森林整備を進めている（図Ⅱ-１ 。）

また、北海道国有林の70％が天然林となっており、従来から活力を維持させ

るための択伐等を行ってきているものの、近年天然林から伐採量は大幅に減少

してきており 平成17年度の天然林伐採量は 10年前の約1/5となっている 図、 、 （

Ⅱ-２ 。）

昭和22年の林政統一以前の北海道国有林（旧内務省北海道庁所管）は、拓殖

政策が優先され、施業案は編成されたが、択伐と称しても非常に粗放なもので

。 、 （ ）あったとされている また 皇室財産である御料林 旧宮内省帝室林野局所管

は、明治23年に渡島ほか８ヵ国所在の官林から編入され、一部が明治27年に道

庁へ下賜されて63万町歩（実測90万余町歩）となり、広大な森林に依存した良

木の抜き伐りによる立木処分という粗放な経営が続いたが、昭和９年に定めら

れた御料林経営百年計画では、伐採量増大を企図して、針葉樹割合を高める林

相の改良（黒化促進運動）が計画され、天然林施業にも更新補助作業を加える

など集約的な経営へと進んだ。

現在の北海道国有林は、上記の明治以来の北海道国有林と御料林が、林政統

一によって、農林省（林野局）に移管されて発足したものであり、同時に国有

、 、 、 、林野事業特別会計として一本化され 同年に経営主体として札幌 旭川 北見

帯広、函館の５つの営林局が設置された。

営林局は、昭和54年に北海道国有林を一体として管理することに併せて組織

の簡素化を図るため、北海道営林局及び旭川、北見、帯広、函館の４営林支局

となり、その後、平成11年に北海道森林管理局に再編され、営林支局は暫定的

な組織（分局）が置かれてきたが、平成15年度に分局は廃止され、平成16年度

以降からは、北海道森林管理局と４つの事務所により管理経営を行っている。

北海道国有林におけるこれまでの森林の取扱いについては、上記のように明

治、大正期の伐採には、トドマツ、エゾマツ等の大径木の単木択伐が主体であ

ったが、更新、保育作業はほとんど行われず、跡地は自然の成り行きに任せる

極めて粗放的なものであったとされている。

大正末期から戦前にかけては、従来の画一的な大径木選木方式の反省から、

林分構成に応じた選木法と各種の更新補助作業が提起され、跡地の更新に配慮

した集約的な択伐作業が導入された。

戦後、昭和29年の洞爺丸台風による風倒木被害跡地の復興や日本経済の高度

成長期に伴う木材需要の拡大を契機として、成長量の低い天然林の積極的な林
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相改良、皆伐一斉造林へと転換が図られたが、人工造林地においては、カラマ

ツ先枯病等の各種の病虫気象害が発生し、必ずしも当初期待した成果は得られ

ない場合もあった。このような反省から、昭和40年代には再び天然林施業を見

直す気運が高まったことや、森林の有する公益的機能の高度発揮に対する国民

の要請が強まったことを受けて、施業方法も皆伐一斉造林から公益的機能に配

慮したきめ細かな択伐・天然林施業へと転換が図られた。

さらに、平成10年度からは、国有林の管理経営の方針が公益的機能の維持増

進に転換したことを受けて、前述の「水土保全林 「森林と人との共生林」」、

「 」 、 、及び 資源の循環利用林 の３つの機能類型区分に区分し その区分に応じて

（ ） 、 、北海道内の旧５営林 支 局により 成長量の範囲内で伐採することを原則に

施業の基準を定めて施業管理を実施してきたところである。

なお、天然林については、主として天然力を活用することにより森林を成立

させ維持する「天然生林施業 （国土の保全、自然環境の保全等のための禁伐」

等を含む ）又は森林を構成する林分を択伐等により部分的に伐採し、人為に。

より複数の樹冠層を構成する森林として成立させ維持する「育成複層林施業」

が採用されており、具体的には、伐採の繰り返し期間と伐採率により、目標と

する材積を組み合わせて管理している（表Ⅱ-１ 。）

２ 保護林制度

（保護林）

保護林制度は、国有林野独自の制度として大正４年に発足し、学術の研究、

貴重な動植物の保護、風致の維持等の面で重要な役割を担い、先駆的な森林等

の保護制度として機能してきた。

その後、国民の森林の保護に対する要請の高度化に対応するため、林野庁に

おいて、有識者からなる「林業と自然保護に関する検討委員会」を設けて検討

を行い、その報告を踏まえて、平成元年に森林生態系保護地域の新設など、保

護林の区分体系の一新による保護林制度の再編・拡充が図られた。その種類に

ついては、保護を図るべき対象や保護の目的に応じて、

①森林生態系保護地域

原生的な天然林を保存することにより、森林生態系からなる自然環境の

維持、動植物の保護等を図る。

②森林生物遺伝資源保存林

森林と一体となって自然生態系を構成する生物の遺伝資源を自然生態系

内に広範に保存する。

③林木遺伝資源保存林

主として林木の遺伝資源を自然生態系内に広範に保存する。

④植物群落保護林

我が国又は地域の自然を代表するものとして保護を必要とする植物群落

及び歴史的、学術的価値等を有する個体の維持等を図る。

⑤特定動物生息地保護林
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特定の動物の繁殖地、生息地等の保護等を図る。

⑥特定地理等保護林

我が国における特異な地形、地質等の保護等を図る。

⑦郷土の森

地域における象徴としての意義を有する等により、森林の現状の維持に

ついて地元市町村の強い要請がある森林を保護し併せて地域の振興に資す

る。

の７種類となっている。

北海道国有林においては、学術上貴重なものとして、古くは昭和13年から順

次指定してきた学術参考保護林等を平成２年から植物群落保護林等に見直すと

ともに、森林生態系保護地域については、平成２年の知床森林生態系保護地域

の設定を皮切りに５箇所、森林生物遺伝資源保存林については、平成６年に利

尻・礼文森林生物遺伝資源保存林を設定するなど、現在、全部で229箇所、約2

。 、 、0万haの保護林を設定している これは全国の３割を占めており その内容は

森林生態系保護地域、森林生物遺伝資源保存林、植物群落保護林は、他の森林

管理局に比べて１箇所当たりの面積規模が大きく、全国平均の約２倍となって

いる一方、林木遺伝資源保存林は、箇所数で全国の４割を占めるものの、１箇

所当たりの面積は小さい特徴がある（表Ⅱ-２ 。）

なお、知床森林生態系保護地域については、その全域が平成17年に世界自然

遺産地域に登録されている。

（保護林保全管理等の事業）

保護林の適切な管理等に資するため、平成５年度以降、国有林の自然保護対

策や生態系保全のための事業を開始している。その種類は、

①希少野生動植物種保護管理事業

希少野生動植物の保護のための巡視活動や調査等を行う事業で、崕山高

山植物保護林、レブンアツモリソウ群生地植物群落保護林、シマフクロウ

生息地保護林等において、巡視、生育調査、盗掘防止柵の維持管理等を実

施。

②世界自然遺産保全緊急対策事業

世界自然遺産地域に登録された国有林においてモニタリング調査や植生

回復措置等を行う事業で、下層植生を含む群生群落の調査、植生図の作成

等を実施。

③保護林保全緊急対策事業

保護林の保全に向けた調査や保護柵等の設置等を行う事業で、喜登牛植

物群落保護林、東ヌプカウシ・コマクサ保護林等において、外来植物・人

里植物の除去、植生調査等を実施。

④緑の回廊整備特別対策事業

緑の回廊のモニタリング調査や普及啓発等を行う事業で、支笏・無意根

緑の回廊、大雪・日高緑の回廊及び知床半島緑の回廊において、鳥類・ほ
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乳類生息調査等の現地調査、普及啓発看板の設置等を実施。

⑤森林生態系保全・再生対策事業

劣化した植生回復のための調査や回復措置等を行う事業で、礼文島森林

内で郷土樹種植栽、防風柵等設置（礼文島森林再生事業 、洞爺湖中島で）

森林植生調査、郷土樹種植栽、保護柵の設置（洞爺湖中島エゾシカ被害調

査）等を実施。

等となっている。

３ 生態系の保全とネットワーク

（森林生態系保護地域）

原生的な天然林を保存することで、森林生態系からなる自然環境の維持など

を図るため、５箇所の計13万haの森林生態系保護地域を設定している（表Ⅱ-

３ 。）

森林生態系保護地域内は、原則として人手をかけず、自然のままの推移に委

ねる保存地区と、保存地区に外部からの影響を直接及ぼさないための保全利用

地区に区分しており、保全利用地区の一部は森林環境教育の場として利用され

ている（表Ⅱ-４ 。）

（緑の回廊）

緑の回廊は、国有林野の管理経営に関する基本計画（平成10年策定）におい

て、国有林野の管理経営の方針を公益的機能の維持増進を旨とするものへ転換

することに伴い、国有林野における広範かつ効果的な森林生態系の保護・保全

の一方策として、野生生物の移動経路を確保し、生息地を拡大させ、相互に交

流させるために、保護林をつなぐ緑の回廊を設定することとされ、平成12年に

設定要領等が定められ、これに基づき設定が進められた。

北海道国有林においては、平成13年に「知床半島緑の回廊 「大雪・日高」、

緑の回廊 「支笏・無意根緑の回廊」の３箇所、約39千ha設定している（表」、

Ⅱ-５ 。この内容は全国の緑の回廊の面積の約１割にあたるものの、１箇所）

当たりの面積は 他局の緑の回廊の1か所当たりの平均面積に比べて小さい 全、 （

国平均の約60％ （表Ⅱ-２ 。） ）

なお、たとえば知床半島緑の回廊の場合、その周辺には天然林が広がってお

り、北海道国有林の緑の回廊は、周辺森林と一体的に回廊としての機能を果た

していると考えられる（図Ⅱ-３ 。）

また 林分構造 鳥類 ほ乳類などについてのモニタリング調査によると 知、 、 、 「

床半島緑の回廊」等では、多様な動植物の生息実態と森林の状態との関連が明

らかになっている（表Ⅱ-６ 。）

４ 希少な野生生物の保護管理

（植物群落保護林と特定動物生息地保護林）

北海道森林管理局では、我が国あるいは地域の自然を代表するものとして保
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護を必要としている植物群落や学術的価値のある個体を維持して学術研究等に

、「 」 、 、 、資するため 植物群落保護林 を63箇所 約５万ha設定し 生息状況の調査

保護増殖事業等を実施している。

また、希少化している野生生物の繁殖地とその生息地を保護するため 「特、

定動物生息地保護林」を16箇所、約１万ha設定し、生息地の環境管理などを実

施している。

希少野生動物の生息森林の取扱い方針等）（

北海道森林管理局では、イトウ、シマフクロウ、クマゲラ及びクマタカ・オ

オタカについて、繁殖活動の保護及び生息に適する森林の保全を図るため、以

下のように道内国有林統一の森林の取扱い方針を定め、これら希少野生動物の

生態に配慮して森林施業等を行っている。

①「イトウ棲息河川上流部における森林施業等の留意事項について （平成」

） 、 （ ）15年８月制定 にあっては 保護区域 対象河川の両岸からおおむね30m

の産卵・孵化期間の土木工事及び伐採を禁止（表Ⅱ-７ 。）

「 」（ ）② シマフクロウ生息地保護林等の森林施業について 平成18年２月制定

「 」（ ） 、及び クマゲラ生息森林の取扱い方針 平成18年６月制定 にあっては

営巣木、営巣候補木及び採餌木を保残するとともに、産卵・抱卵・育雛期

間の営巣木周辺への立入を控え、騒音の発生を防止。

③「クマタカ・オオタカ生息森林の取扱い方針 （平成19年３月制定）にあ」

っては、営巣木から半径50m程度は原則伐採を禁止し、営巣期の営巣木周

辺（営巣中心域）への立入を禁止。

また、鳥類の補食の際の移動空間確保のための列状間伐の実施や、イトウの

生息環境づくりの渓畔林再生のための技術開発を行っている。

５ 遺伝資源の保全

、 、気候帯区分や森林帯区分を考慮して 自然状態が良く保存された森林として

利尻・礼文島に「森林生物遺伝資源保存林」を指定するとともに、林木の遺伝

資源を自然生態系に広範囲に保存するため 「林木遺伝資源保存林」を139箇、

所、約３千ha指定している（表Ⅱ-８ 。）

６ 自然の再生

北海道内４箇所の森林環境保全ふれあいセンターでは、以下①～④のような

国有林をフィールドに自然再生や生物多様性の保全などに取り組むＮＰＯ、ボ

ランティア団体の活動の支援を実施している（表Ⅱ-９ 。）

①石狩地域森林環境保全ふれあいセンター

野幌森林公園において百年前の原始性が感じられる自然林を復活させよう

とする取組や、180万人都市の水利用を支える「札幌水源の森づくり」活動

に対する支援等を実施。
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②常呂川森林環境保全ふれあいセンター

常呂川流域の「オホーツクの森」で針広混交林へ誘導・再生する取組の展

開や、教職員への研修会等を実施。

③釧路湿原森林環境保全ふれあいセンター

気象害によりトドマツ人工林が立ち枯れた釧路湿原上流の雷別地区で、地

域住民、ＮＰＯ、地元自治体と協働して郷土樹種からなる広葉樹主体の森林

への再生等を実施。

④駒ヶ岳・大沼森林環境保全ふれあいセンター

大沼国定公園エリアの吉野山国有林での生物多様性や景観等に配慮した森

林づくりの取組等を実施。

また、利尻礼文サロベツ国立公園内の上サロベツ湿原及びその周辺において

は、湿原の乾燥化、土砂の流入、稚咲内海岸砂丘林の湖沼群に水位の低下がみ

られることから、宗谷森林管理署及び留萌北部森林管理署管内の砂丘林等にお

いて北海道森林管理局では、湖沼群の成り立ちの解明のための調査を実施して

いる。

７ 森林環境教育による理解の増進と市民参加による活動の推進

各森林管理署において、幅広く市民が参加できる森林環境教育を実施し、生

物多様性についての理解の増進を図るため、ボランティア団体等の森林づくり

活動のための「ふれあいの森」の設定（平成18年12月現在26箇所）や学校等の

森林体験学習のための「遊々の森」の設定（平成18年12月現在19箇所）を行う

とともに、森林教室の開催（平成17年度144回開催）等を行っている。

また、天然林の保全管理を強化するため、知床斜里、知床羅臼、表大雪、東

大雪、大雪山系及び札幌近郊山岳の地域において、グリーン・サポート・スタ

ッフ（非常勤職員）を配置し、入山自粛地域の監視、登山者への指導啓発や希

少動植物の把握活動等を実施するとともに、市民参加も視野に入れた、登山道

。 、周辺植生の簡易なモニタリング手法について検討を進めている 平成19年度は

グリーン・サポート・スタッフ配置箇所を利尻、礼文、暑寒別・留萌、阿寒・

別寒辺牛、ブナ北限地帯、ニセコ山地及び夕張山地を加え、12地域に拡大して

実施している。

流域の水系の生物多様性を保全するためには、流域の森林における保水能力

を高めることが重要であり、森林の保水力など森林の有する水源かん養機能に

ついて学べる「水土モデル林」や試験地を設定している。

特に、札幌市民の水源である定山渓国有林には、森林施業に係る各種試験地

が設定され、継続的に調査が行われており、ミズナラの更新と生育状況（2104

に林小班 、トドマツ、アカエゾマツの針広混交林化（2174へ林小班 、カン） ）

バ二次林の遷移促進状況（2135ほ林小班）などについて学ぶことができる。

平成16年９月に北海道を襲った台風18号により、約１万3,900haの国有林で
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風倒による被害木が発生し（全道の森林被害の約38％ 、昭和29年の洞爺丸台）

風以来の被害が発生した。この復旧のため、多くの市民やＮＰＯ、ボランティ

ア団体等が参加して、植樹活動を実施している（表Ⅱ-10 。）

道内の海岸域には、年間平均風速３m／s以上の強風域が見られることから、

各地に海岸防風林が造成されている。これらは保安林に指定され、地元自治体

や多くの市民の協力も得て保全されているが、近年は、海岸防風林と周辺植生

が生物多様性上重要な位置を占めることが分かってきており、石狩海岸防風林

は、エゾヤマアカアリの巨大コロニーや我が国固有種のキタホウネンエビの生

息地として有名となっている。また、日本海側の天塩、幌延、豊富の３町にま

たがる全長約38km、約2,400haの防風保安林には、これまでトドマツ、カラマ

ツ、ヤチダモ等が100ha以上植栽されており、このうち天塩町の「北のしじみ

の森林」では、地元小学生がドングリから育てたカシワ苗木を、未立木地に植

栽する活動がボランティア団体の支援等により続けられている（表Ⅱ-11 。）

なお、森林の機能に対する道民の意識（平成18年道民意識調査：北海道水産

林務部）をみると 「野生動植物の生息の場としての働き」が３番目となって、

おり、全国のそれが６番目であるのに比べ、野生動植物の生息の場として森林

に高い期待が寄せられており、北海道においては生物多様性の取組に対する多

くの市民の参加が期待できる（図Ⅱ-４ 。）
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Ⅲ 生物多様性の確保の観点から見た課題と検討方向

（天然林施業）

北海道国有林での天然林の取扱いについては、全国的に大変注視されている

が、木材供給量は人工林資源の充実に伴い、人工林材へシフトし、平成18年度

樹立計画において天然林からのものは大幅に縮減（留萌森林計画区では前計画

の1/5、釧路根室森林計画区では同2/5に縮減）されており、今後樹立される計

画においても縮減が予定されている。

北海道国有林において、森林の取扱いの基礎となる森林施業の考え方は、従

来旧５局において、地域の木材利用の傾向も踏まえ、独自性を持ってなされて

きたが、平成18年４月から、統一され、現在、定着が図られているところであ

る。

とりわけ、天然林の択伐施業は、基本的に伐採の繰り返し期間と伐採率によ

り、目標とする材積を組み合わせて管理されてきていることから、量的な資源

管理に重点が置かれがちであり、地域本来の樹種構成から大きく変わっている

森林等必ずしも健全とは考えられない森林も存在している。

今後の施業にあっては、林分の樹種構成や林況の細かい差異に応じ、目標と

する樹種構成などに配慮するとともに、森林資源の持続性の維持と生物多様性

保全を両立するため、施業のあり方、森林管理基準を考える必要があり、天然

林施業に係る施業の基準等への反映を検討するものとする。

また、施業体系の中に、自然植生の再生を助長するための行為を念頭に置い

た分類がないことから、生物多様性の維持確保のために行う自然植生の再生を

助長するための行為を新たな取扱いとして位置づけることを考えることも必要

である。

天然林を伐採することにより、森林の生物多様性を低下させる恐れがある地

域を注意して見分け、そのような地域については天然林利用ではなく、人工林

利用等に切り替える必要がある。また、天然林からの木材利用について、利用

計画を立て、社会に提案する必要がある。

このため、天然林（天然生林）においては、生物多様性保全の観点から重要

とされる、島嶼域の天然林や樹木の種ないしは群集レベルでの北限・南限等の

分布の末端地域の天然林について、森林環境保全ふれあいセンターなどで行う

自然再生への取組を含む生物多様性に資するプロジェクトの取組を除き 「森、

林と人との共生林」のうち、原則として自然の推移に委ねる扱いとする自然維

持タイプに位置づけるものとする。また、過去の施業等により原植生又は本来

の生物群集への更新不能の状態にある地域の有無につき、調査等を行い、その

調査を踏まえ、今後の施業のあり方について検討するものとする。

なお、個々の森林の取扱いを考えるに当たっては、伐採などの影響を予測し

ながら最適な方法を選択するといった科学的な手法を活用することも重要であ
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り、その手法について、森林動態シミュレーション（ＩＢＭ；固定ベイスモデ

ル）があるが必要な観測データの不足等から困難であるため、科学的手法とし

てどのような手法が可能か検討するものとする。

（保護林等）

現在、保護林の設定は旧５局においてなされていることから、設定のための

考え方に、当時の当該局の独自性が色濃く反映されている。このため、今後は

全道レベルでの希少性の再評価も求められている（表Ⅲ-１ 。）

とりわけ、特定の生態系を一体的かつ省力的に保全管理するためには、北海

道国有林の自然度に見合った保護林のシェア拡大、既存保護林の連結・拡大・

整理統合が必要である。

特に、林木遺伝資源保存林については、保存対象樹種の遺伝的多様性を生息

域内において保存するために道内139箇所指定されているが、中には現在では

植栽されない外国由来の林木遺伝資源を保全しているものや、反対に世代交代

のための更新が危ぶまれている林木遺伝資源も含まれており、その資源の持続

的利用のあり方も念頭に置いた今日的な評価が求められているとともに、１～

３haの小面積では遺伝的な多様性を守ることができないと考えられるので、植

物群落保護林に包括するなど再編する必要がある。

このため、保護林等について、以下のような検討が必要である。

①森林生態系保護地域、森林生物遺伝資源保存林

保全利用地区が保存地区を守るバッファーとして機能し、全体として守ら

れているか等設定効果を見るための総合的な調査の実施を検討する。

また、現在は高標高地を中心に生態系保護地域が設定されているが、その

他の高標高地の天然林や、地域の生態系の核となっていると考えられる天然

林等について、新たな森林生態系保護地域や森林生物遺伝資源保存林の設定

の必要性の有無につき、既存の調査データをレビューした上で、必要な調査

の実施について検討する。

②植物群落保護林

希少種の存続が懸念されている植物群落保護林については、群落として保

全できる適当な面積的な広がりになっているか、入林者の影響等による植生

の劣化、生育環境の悪化等に対応した保護林保全緊急対策事業等が適切なも

のになっているか等について調査した上で、見直しを検討する。

③特定動物生息地保護林

保全対象の動物の生息環境としてカバーできる広がりとなっているか、希

少野生動植物種保護管理事業等の希少野生生物の保護事業が適切なものとな

っているのか等について調査した上で、見直しを検討する。

④林木遺伝資源保存林

近隣の保護林と一体で保全を図る必要があるものについては統合を検討す

るとともに、一体的に扱うことが望ましくないものや個体群が独立して存在

するものについては、既存データの収集を行い、研究者のアドバイスを受け
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つつ、その統合整理について検討を行う。

また、データがないものについては、遺伝子レベルの調査等が必要かどう

かについて関係研究機関等と連携して検討し、必要な箇所については遺伝子

レベルの調査等の実施を検討する。その結果により、同条件・同種とされた

個体群については、複数箇所のうち、優良かつ面積的広がりが確保できるも

のについて存置させることを検討する。

なお、林木育種センター、林木育種協会により、全国の林木遺伝資源保存

林についての林分の保存方法等についての調査はされているものの、北海道

国有林における遺伝子構造の調査は限定的である（表Ⅲ-２ 。）

また、森林生態系保護地域は、自然のままに扱う保存地区と、その周辺で利

用も認める保全利用地区からなる二段階の指定により、全体として保全するも

、 、 、 、のであるが 例えば 知床森林生態系保護地域の羅臼岳１万人 羅臼湖７千人

日高山脈中央部森林生態系保護地域の幌尻岳５千人と想定されるように、保存

地区への入込者数が増加し、歩道拡幅による植生荒廃や踏み荒らしによる裸地

化等の問題が生じているなど、二段階の指定により全体として保全するという

内容の理解が得られていない面がある。このため、森林生態系保護地域の保全

、 、利用地区について 森林環境教育等のフィールドとして活用することを通じて

その趣旨等を普及するものとする。

さらに 「緑の回廊」については、近年、我が国において野生生物の個体数、

推定法の確立により、一定の評価をされているものの、道内ではそれぞれの回

廊を別々に調査しているため、道内全体での野生生物の交流について知見が得

られていないことや、各種の保護林についても、全道レベルでの希少種の再評

価も求められている。このため、希少種の生息数の把握や高山植物を指標とし

たモニタリング調査と併せ、マイクロサテライトＤＮＡと呼ばれる核遺伝子座

等を用いたオオタカの個体群単位の遺伝解析、ブナ、ホオノキ、孤立林分等で

マイクロサテライトマーカー等ＤＮＡマーカーによる調査等の活用事例が既に

あることから、今後のモニタリングにおいてこれらの活用を検討するものとす

る。

人口高密度地域に近い森林においては、多くの入込者があり、特に地上営巣

性や林床植物層に巣をつくる鳥類の繁殖への影響が大きいと考えられることか

ら、希少鳥類等の繁殖への影響を抑制するため、国有林への入込み利用との調

整も求められている。

このため、国有林への入込み利用が多い地域で、希少鳥類等への繁殖への影

響が懸念される場合は 「クマゲラ生息森林の取扱い方針 「クマタカ・オオ、 」、

タカ生息森林の取扱い方針」等のより積極的な運用を図ることが必要である。

（評価基準及び手法等）
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保護施策や生息環境の改変に加え、近年の暖冬の影響などでエゾシカが急増

し、天然林の樹皮剥離、若木の食害による枯損、踏圧等による林床植物の減少

などの生態系への影響が問題視されている中で、森林資源モニタリング調査を

全道の森林における森林生態系の統一的な基準による評価として活用すること

も期待されている（図Ⅲ-１ 。）

森林資源モニタリング調査は、平成11年度から、全国土に４km間隔の格子点

を設定し、その交点のうち森林に該当する点を調査プロットとして、５年で１

巡し調査を継続している。調査プロットは、交点を中心とする円形の面積0.10

haの範囲となっており、北海道国有林では約1,800点が該当する。野生動物に

係る調査は 「林分に関する特記事項」の中で、①「病虫獣害」について、獣、

害の原因及び被害の程度を、②「その他」について、特に気が付いたこととし

て野生動物の目撃や生息の痕跡が認められた場合に記録することで、行われて

いるが、調査項目等が限定的で森林生態系の全道的な評価は現状では困難であ

ることから、モニタリング調査において指標となる希少種等の調査を併せて実

施することで評価が可能か検討が必要である。

また、希少種のデータベース化に当たっては、他省庁などと情報を共有する

形で進めることや、希少種等に関する情報を森林ＧＩＳを活用してデータベー

ス化するなど、生物多様性の確保の観点からも活用することが望まれる。

希少種の情報については、各職員が情報端末で操作できるＧＩＳ上で希少種

の生息・生育地域等を確認できるようデータベースの整備を林野庁で検討して

おり、その際の希少種の情報については、他省庁などと連携することが望まれ

る。

（調査等の体制や仕組み等）

調査の仕組みを考える際には、誰もが調査研究し、誰もが保全管理の主体に

なるという協働を実践していくという手法をとることが今日的なテーマである

ことから、プロジェクトなどを実施する際には、モニタリング調査等に市民の

参加を募ることが望まれる。

とりわけ、今後、実施を検討している生物多様性に資するプロジェクトは、

その内容が市民にも研究者にも魅力があると考えられるので、参加者を呼び込

むためのプログラムづくりをまず行うことが必要である。

このため、生物多様性に資するプロジェクト（森林環境保全ふれあいセンタ

ーによる自然再生の取組を含む ）においては、市民参加によるモニタリング。

調査等を検討するとともに、海岸防風林等で市民やＮＰＯ等の参加を得て実施

する森林づくりの際にも、モニタリング調査を検討する（図Ⅲ-２ 。）

また、生物多様性の保全管理を進めていくための基盤として、ＧＩＳ、遺伝

子に関する調査、市民参加といった取組がどこまでできるのか、職員の人的資

源も含めて検討する必要がある。特に、モニタリング調査を行う時には、事業
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にフィードバックさせられるだけのデータの収集がどのような体制ならできる

かについて検討することが必要である。

このため、ＧＩＳの整備、遺伝子に関する調査、モニタリング等を実施する

場合の役割分担、仕組み及び取組のスケジュール等について検討する必要があ

る。特に、市民参加でのモニタリング調査を企画する場合には、専門家の指導

のもとに必要な訓練や研修等を実施した上で、責任者のいるグループにより、

実施内容を確認しながら実施し、得られた調査データについては希少動植物に

関するものなども含め、厳格な情報管理体制を構築するものとする。

（遺伝子レベルの保全）

北海道の森林の遺伝子レベルのデータについては、エゾマツ、トドマツ、ア

カエゾマツ、ウダイカンバ等でマイクロサテライトマーカーによる遺伝的多様

性の評価等が順次行われつつある。また、ミズナラでは、アイソザイム分析等

による地域差等が分析されている。

したがって、今後の調査に当たっては、遺伝子について何が明らかでなく、

今後、何を明らかにすることが必要なのかを見極めた上で調査する必要がある

とともに、森林の遺伝的な階層構造の解明が重要なテーマであるという行政ニ

ーズを研究者に伝えるなど、研究対象にしてもらえるような動機づけを行うこ

とも必要である。

このため、遺伝子に関する調査については、関係機関等と連携し、保護林等

の種類に応じた調査手法を検討した上で、残っている課題について明示するこ

とに努める。

また、北海道内のトドマツのミトコンドリアＤＮＡ分析によれば、アイソザ

イム分析や形態分析の結果とも一致して、北海道西部の集団はＤＮＡの変異が

少ないが、北海道東部の集団では変異性が高く、東西で遺伝的に異なる。北海

道内のアカエゾマツは、アイソザイム分析によると、遺伝的に大きく三つの集

団に分けられるが、遺伝的距離と地理的な分布との明確な関係は見られていな

い（図Ⅲ-３、図Ⅲ-４ 。）

一方、北海道を含む日本各地のブナ天然林におけるハプロタイプと呼ばれる

遺伝的な型の頻度によると、北海道＋東北日本海側、早池峰山、東北太平洋側

＋関東＋近畿、伊豆近辺、北陸富山、北陸西部＋中国東部、中国西部＋九州北

部、四国＋九州南部など、いくつかのゾーンのような範疇に分けられることが

わかっており、コナラ、ミズナラ、カシワの天然林についても、細胞中の核の

ＤＮＡの地域差を見ると、地域間の差があるということが明らかになりつつあ

る（図Ⅲ-５、図Ⅲ-６ 。）

このようにアイソザイム分析やＤＮＡマーカー分析により、天然林の樹木の

遺伝的多様性の地域差が明らかになりつつあり、苗木の移動や植栽に当たって

は、このような地域差に配慮して遺伝的多様性の攪乱が起こらないようにする

必要がある。
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しかしながら、樹木の遺伝的多様性の保護に関し、林業用樹種は一定のルー

ル化がされ配慮されているものの、様々な団体が実施している植樹等において

は配慮が十分されていない懸念がある。

このため、北海道国有林における様々な植樹（国有林が造林事業として実施

する植林のほか、生物多様性に資するプロジェクトや森林環境保全ふれあいセ

ンターなどで行う自然再生への取組等）に当たっては、樹木の遺伝的多様性の

地域差への配慮に努めるべきである。また、国有林をフィールドとして様々な

団体が行う植樹等の際に利用されている種苗について、アンケート調査をする

などで把握し、その結果を関係機関等に周知することが求められる。

その実態を踏まえ、本州とは異なる遺伝的特異性を有する北海道に本州産の

種苗が持ち込まれるなどにより、遺伝的多様性の攪乱が起こることを防止する

ため、全国レベルでのルール化を考えることも必要である。

、 （ ） 、「 、なお 林業種苗法 昭和45年５月22日法律第89号 では 農林水産大臣は

造林の適正かつ円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、農林水

産省令で定めるところにより、一定の区域において採取され、又は育成される

種苗について気候その他の自然条件からみておおむねその樹木としての生育に

適すると認められる区域を配布区域として指定することができる 」と規定さ。

れており、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつの４樹種についてのみ配付区域

が定められている。

（人材の育成）

生物多様性の保全に的確に対応していくためには、種の同定、習性の把握な

どについて国有林野職員の更なる研鑽が求められている（表Ⅲ-３ 。この点、）

国有林に関わる人たちが生物多様性について意識改革ができるようなプロジェ

クトを行い、生物多様性に関心をもつ人材を養成することが重要である。そし

て、このようなプロジェクトを実施する際には、職員が、保全管理のための知

識・技術・経験を積み重ねていく機会とするため、モニタリング等に一緒に取

り組むことも重要である。

このため、職員のプロジェクトへの参画を通じ、生物多様性についての意識

向上、知識・技術・経験の積み重ねを図るほか、次のような取組を検討する。

①プロジェクトの対象地の事前調査（現況等を把握するため植生・鳥類等の調

査等）の企画・実施段階での参画

②モニタリング調査の企画・実施段階での参画

③森林総研・大学等研究者との意見交換会

④電子掲示板を利用した情報提供・交換

⑤局・署等における勉強会

⑥技術交流大会の課題として生物多様性をテーマ化

（生物多様性に資するプロジェクトの展開）

国有林での実際の森林の取扱いについては、一般国民に森林施業をモデル的
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に見せて理解を進めることが期待されていることから、生物多様性に資するプ

ロジェクトの実施に当たっては、必ず住民参加とし、公開して分かりやすく説

明し、国民の理解を得る必要がある。

また、こうした取組について、よりたくさんの一般の人たちの理解を得てい

くためには、北海道最大の都市である札幌近郊においても普及啓発の取組を行

うことが重要であることから、札幌市民の水源である定山渓国有林について、

石狩地域森林環境保全ふれあいセンターが、市民参加の調査を実施するなど一

般市民に見せる場として活用することを検討する必要がある。

なお、現在検討中の生物多様性に資するプロジェクトについては、それぞれ

に設けられた各プロジェクト委員会において、今後調査方針等を検討すること

としている。

（その他）

生物多様性の保全を進めていくためには、特定のエリアを定めてそのエリア

だけを保全するというだけではなく、国有林の保全管理全体の発想や方法につ

いても再構築することが必要である。

また、森林管理局と現場を管理する森林管理署とが常に情報や意見の交換を

行い、共通認識を持って取組を進めていけるような方策を考えることが必要で

ある。その際、天然林を扱うときは、土地土地で非常に条件が違うことから、

現場である程度弾力的に対応できるようなシステムを考える必要がある。

このため、生物多様性に資するプロジェクトの取組については、まずはプロ

ジェクトの中心となる署等で実証的に取り組み、次にそこでの手法をそれ以外

の署等における生物多様性保全の取組に拡大する。また、知床における自然の

森林づくりや各森林環境保全ふれあいセンターで実施する事業等での自然再生

の具体的な取組手法についても分かりやすく普及することが望まれる。

、 、 、この場合 各プロジェクト等への職員の参画を通じ 天然林の取扱いを含め

局と署等の職員の意識向上を図ることも重要である。
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おわりに

森林の役割には、地球温暖化の防止等地球規模での環境を保全する機能、国

土の保全や水源のかん養等国民生活を広く支える機能をはじめ、動植物の生息

・生育の場として生物多様性を保全する機能、森林浴等の保健・レクリエーシ

ョンの場を提供する機能、林産物の供給機能など多様なものがある。

このように、森林は「緑の社会資本」として私たちの生活を守る上で大きな

役割を果たしている。そして、その恩恵を将来にわたり享受するには、森林を

健全な状態に維持していくことが重要である。

政府においては、平成19年２月の「美しい森林づくりのための関係閣僚によ

る会合」において 「美しい森林づくり」に向け、適切な森林整備・保全、国、

産材利用、担い手・地域づくりなどの取組を、幅広い国民の理解と協力のもと

総合的に推進していくこととし、具体的には、生物多様性の確保を始め、多様

な国民のニーズに対応した森林の形成などを推進目標としている。

また、我が国は、京都議定書における温室効果ガスの６％削減約束の達成に

向け、1,300万炭素トン程度を森林による吸収量で確保することとしており、

京都議定書の第１約束期間（2008年～2012年）の開始が目前に迫る中、森林吸

収源対策の加速化が求められる状況にある。

このように、森林が、その多面にわたる機能を高度に発揮できるよう、多様

、 、 、で健全な森林づくりを進めることが必要であり とりわけ 北海道国有林では

豊富な動植物相を擁している中にあって、天然林施業のあり方、保護林と緑の

回廊、森林生態系の評価基準やその手法等など、生物多様性の確保の観点から

、 、 。見た課題とその検討方向について この度 幅広く議論してきたところである

今後、生物多様性に資するプロジェクトの検討も予定されているが、広く国

民の理解と協力を得ながら、北海道国有林において生物多様性保全の取組を推

進することが望まれる。
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Ⅰ 北海道の自然環境、森林資源 

図Ⅰ－１ 北海道の気候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅰ－２ 北海道の森林帯 
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図Ⅰ－３ 北海道の森林の林床植生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表Ⅰ－１ 北海道内の各地域におけるラジオテレメトリー法による

ヒグマの行動圏の比較 
    １００％最外郭法により算出された年間行動圏面積の範囲を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道大学出版会「ヒグマ学入門 －自然史・

文化・現代社会－」 

資料：北方林業「北海道林業技術者必携（上巻） 
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表Ⅰ－２ レッドデータブック登録種数（抄） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：・環境省「レッドデータブック」 

                   植 物（平成 12 年 7 月刊行） 

                   ほ乳類（平成 14 年 3 月刊行） 

                   鳥 類（平成 17 年 7 月刊行） 

                   魚 類（平成 15 年 5 月刊行） 

                 ・北海道「北海道レッドデータブック 2001」 

図Ⅰ－４ 北海道の森林面積等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ３７種   １０９種魚類

   ７２種   １３８種鳥類

   ２７種    ９０種ほ乳類 

  ５１１種  １８８８種植物

北海道ＲＤＢ 環境省ＲＤＢ  
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北海道国有林の
人工林・天然林別面積

図Ⅰ－５ 北海道国有林の人工林・天然林等別面積 
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図Ⅰ－６ 北海道の木材供給における変化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：林野庁業務資料（Ｈ１８は見込み） 

 
資料：北海道 
平成 17 年度北海道北材需給実績

引用：北海道 
平成 17 年度北海道北材需給実績 

【年度別人天別伐採量及びその割合】

引用：北海道 
平成 17 年度北海道北材需給実績 

【供給元別木材需給量】
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図Ⅰ－７ 国立公園等における国有林の位置づけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅰ－８ 知床半島の国有林 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：林野庁業務資料 

                       
 
 
 
 
 
 

資料：：林野庁業務資料（国有林の自然公園面積） 

    平成１８年度環境統計集（国有林以外の自然公園面積） 

知床世界遺産
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Ⅱ 生物多様性の確保の観点から見た北海道国有林の現状 

図Ⅱ－１ 北海道国有林の機能類型別面積 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

資料：林野庁業務資料 

 

 

 

図Ⅱ－２ 北海道国有林における天然林伐採量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：林野庁業務資料 
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表Ⅱ－１ 北海道森林管理局における天然林の施業基準 
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（単位：面積ha）

箇所 面積
１箇所当
たり面積

箇所 面積
１箇所当
たり面積

箇所 面積
１箇所当
たり面積

森林生態系保護地域 5 129,222 25,844 8 115,217 14,402 7 76,020 10,860
森林生物遺伝資源保存林 1 5,400 5,400 2 7,601 3,801 4 6,954 1,739
林木遺伝資源保存林 139 2,667 19 42 546 13 40 1,810 45
植物群落保護林 63 48,551 771 65 70,883 1,091 109 22,487 206
特定動物生息地保護林 16 12,285 768 7 517 74 4 6,257 1,564
特定地理等保護林 4 14 4 2 9 5 3 987 329
郷土の森 1 17 17 6 1,101 184 4 1,089 272

合計 229 198,156 865 132 195,874 1,484 171 106,738 624
緑の回廊 3 38,699 12,900 5 178,643 35,729 8 100,553 12,569
　

箇所 面積
１箇所当
たり面積

箇所 面積
１箇所当
たり面積

箇所 面積
１箇所当
たり面積

森林生態系保護地域 5 30,354 6,071 3 11,633 3,878 1 4,245 4,245
森林生物遺伝資源保存林 2 2,309 1,155
林木遺伝資源保存林 32 920 29 21 756 36 16 616 39
植物群落保護林 58 33,471 577 43 3,728 87 4 712 178
特定動物生息地保護林 3 1,385 462 4 227 57
特定地理等保護林 25 29,071 1,163 1 30 30
郷土の森 10 453 45 4 30 8

合計 133 95,653 719 74 18,683 252 25 5,605 224
緑の回廊 4 40,403 10,101 2 36,595 18,298 1 17,513 17,513

箇所 面積
１箇所当
たり面積

箇所 面積
１箇所当
たり面積

森林生態系保護地域 4 33,793 8,448 27 400,484 14,833
森林生物遺伝資源保存林 3 13,574 4,525 12 35,838 2,987
林木遺伝資源保存林 36 1,874 52 326 9,189 28
植物群落保護林 36 2,890 80 378 182,722 483
特定動物生息地保護林 2 242 121 36 20,913 581
特定地理等保護林 35 30,111 860
郷土の森 9 485 54 34 3,175 93

合計 90 51,591 573 840 657,978 783
緑の回廊 2 3,664 1,832 19 391,511 20,606
注１：平成１8年４月１日現在有効の国有林野施業実施計画書（森林調査簿）により作成している。
注２：箇所が森林管理局間で重複する場合は双方に掲上し、箇所数の総数は実数を掲上している。
資料：林野庁「第５８次国有林野事業統計書（平成１７年度）」（平成１８年４月）

保護林の種類
九州森林管理局 全国

保護林の種類
中部森林管理局 近畿中国森林管理局 四国森林管理局

北海道森林管理局
保護林の種類

東北森林管理局 関東森林管理局

表Ⅱ－２ 各森林管理局における保護林等の現況 
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資料：林野庁業務資料

知床センターでは、森林の現地見学、自然観察会等、知床森林生

態系保護地域の保全利用地区を森林の教育的利用の場として活用し

ている。

また、日高北部森林管理署及び日高南部森林管理署では、日高山

脈中央部森林生態系保護地域の保全利用地区において、歩道整備、

バイオトイレの設置を行い利用に供している。

☆ 事例　　保全利用地区の利用

漁岳周辺 3,267

10,867

面積
（ｈａ）

2,732

資料：林野庁業務資料

エゾマツ、トドマツを主体に多種の広葉樹が混交する森林
群落を構成し、北海道中央部を代表する林相を呈する。

多様な森林群落が原生状態で、大規模なまとまりをもって
存在している。

特　　　徴

エゾマツ・トドマツの北方常緑針葉樹をはじめとする多様
な森林群落が大規模なまとまりを持って存在する。

日高側と十勝側で林相の特徴が異なり、多様な森林群落が
存在している。

設定箇所

66,351

知　床

日高山脈
中央部

ブナ林分布の北限地帯に位置し、ブナを主とする森林がほ
ぼ原生状態で存在している。

狩場山地
須築川源流部

大雪山
忠別川源流部

45,998

12,397 35

大雪山忠別川源流部森林生態系保護
地域
日高山脈中央部森林生態系保護地域

資料：林野庁業務資料

大雪・日高 19,265

連結する保護林

知床森林生態系保護地域
海別岳植物群落保護林
斜里岳植物群落保護林

30

148

漁岳周辺森林生態系保護地域
無意根山周辺植物群落保護林

延長
（km）

83

名　称
面積

（ha）

支笏・無意根

知床半島

合計

7,052

38,714

表Ⅱ－３ 北海道国有林における森林生態系保護地域の設定状況 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅱ－４ 保全利用地区の利用事例 

 

 

 

 

 
 
表Ⅱ－５ 北海道国有林における「緑の回廊」の設定状況 
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資料：林野庁業務資料

　支笏・無意根緑の回廊並びに知床半島緑の回廊でのモニタリング

調査の結果、壮・老齢段階の林分では、枯死木、倒木などが、ほ乳

類、鳥類などの棲みかや隠れ場を提供している実態が示され、原生

的で多様な要素が比較的多く残されている緑の回廊が、森林性動

物の保全に一定の効果を果たしていることが明らかになっている。

　一方、ダケカンバの二次林では、樹冠空間利用性、樹洞利用性の

鳥類が出現しない等、林相の反映が見られている。

① 対象とする河川を指定。

② 対象とする河川の区間に沿った国有林野内に保護区

 域（両岸からおおむね３０ｍ）と緩衝区域（保護区域

 の境界からおおむね１００ｍ）を設定。

③ 保護区域内河川及び林分の産卵・孵化期間の土木工

 事の不可。

④ 保護区域内林分の産卵・孵化期間の伐採の不可。

　これ以外の期間についても、原則伐採不可。

（H15.8.13北海道森林管理局長通達）

取　扱　い　の　主　な　内　容

トドマツ、エゾマツ、シラカン
バ、キハダ

主　な　樹　種

エゾマツートドマツ群落

植　　生

ハイマツｰコケモモ群落

ダケカンバｰササ群落

資料：林野庁業務資料

表Ⅱ－６ 北海道森林管理局における「緑の回廊」でのモニタリング調査の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表Ⅱ－７ イトウ棲息河川上流部における森林施業等の留意事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表Ⅱ－８ 利尻・礼文森林生物遺伝資源保存林の森林内容 
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資料：林野庁業務資料

0.30
0.30

胆振東部署〃
分収造林地の植樹
（ＥＮＥＯＳ）

1 0.50

〃
キリンビ－ル千歳工場水源の森
づくり

1 1.13

〃
恵庭国有林「復興の森づくり」
林活議連の森

1 0.20

H17
H18

〃

石狩署

「食とみどり・水を守道民の
会」植樹祭

1
１

石狩署

石狩署

0.34

団体数

森林再生ボランティアの森づく
り（H17公募、H18植樹）

9 15.09
局指導普及課
胆振東部署

面積 実施署等

北の森２１運動in漁川ダム
（水源地ビジョン）

2

年度 名称

H17

石狩署

胆振東部署

H18
支笏湖周辺台風災害「復興の森
づくり」（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ緑の基金）

76 50.00

資料：林野庁業務資料

・カシワを主体とした天然林の防風保安林
・海岸防風林の機能回復のため、未立木地にボランティ
ア、児童等が植樹を実施

名称等 特　　　徴

・カシワの低木林主体
・巨大コロニーは刊行ＩＵＣＮ刊行ＲＤＢに記載
・キタホウネンエビの他の生息地は下北半島のみ

・明治期からの乱伐と季節風により荒廃した砂地に、飛砂防
止林を造成
・地域住民・ボランティア団体と連携し、クロマツを植樹

北のしじみの森林
（留萌北部署）

砂坂海岸林
（檜山署）

石狩海岸防風林
（石狩署）

表Ⅱ－１０ 支笏湖周辺の森林再生ボランティア取組状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表Ⅱ－１１ 北海道の海岸防風林の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図Ⅱ－４ 森林の機能に対する意識の比較 
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注１．箇所数は、旧局でまたがっている保護林があるため合わない。

　２．「割合」は、旧局の国有林野面積に対する保護林の占める割合。

資料：現在有効（H18.4.1）の森林調査簿により作成。

札 幌
旭 川
北 見

58
33

箇所数
50
55

計

41
帯 広
函 館

割合(％)
6
5
7

面積(ha)
40,742
40,293
28,839

11
2
6

80,386
7,890

198,150237

Ⅲ 生物多様性の確保の観点から見た課題と検討方向 

表Ⅲ－１ 旧５局別の保護林の設定状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表Ⅲ－２ 北海道国有林の林木遺伝資源保存林関係の調査の例 
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資料：林野庁業務資料

　森林の状態とその変化の動向を把握・評価することを
目的として、平成１１年度から全国統一された手法によ
り実施しており、全国土に４ｋｍ間隔の格子線を想定
し、その交点のうち、森林に該当する点を調査プロット
として、５年で一巡し調査を継続している。
　北海道国有林の調査プロットは約１，８００点、調査
項目は、立木の直径・樹高、伐根、倒木、下層植生など
多岐にわたっている。

図Ⅲ－１  森林資源モニタリング調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅲ－２ 自動撮影装置を利用したモニタリング調査の例 

 自動撮影装置が捉えた動物（野幌自然休養林） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：林野庁業務資料 
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図Ⅲ－３ 遺伝的変異分析の事例（トドマツ） 

 

 

図Ⅲ－４ 遺伝的変異分析の事例（アカエゾマツ） 
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図Ⅲ－５ ブナにおけるミトコンドリアＤＮＡのハプロタイプの地理的分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図Ⅲ－６ コナラ、ミズナラ、カシワにおける IDH の遺伝的変異の地理的分布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（Kanazashi ら 1997 より改変） 

 

資料：吉丸博志（（独）森林総合研究所森林遺伝研究領域生態遺伝研究室室長）「広葉樹の植林

における遺伝子攪乱」林業技術 No748,2004.7」から引用（図Ⅲ－５、図Ⅲ－６） 

 

（Tomaru ら 1998 より改変） 
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「森林環境と鳥類」　　　　　　　富　沢　正　章　氏

　　　　　　　　　　　　　　　　森林管理署等職員　１５名　受講

資料：林野庁業務資料

　　　　（実習）　　　　　　　森林官２４名受講、局職員参加

「森林における生物多様性の保全（北海道の野生生物）」

「森林管理と野生生物の保全」　　間　野　　　勉　氏

北海道環境科学研究センターから外部講師を招聘し、野生生
物、林床植物、鳥類など生物多様性の知見を広めている。

　　　　　　　　　　　　　　　　森林官２４名受講、局職員聴講

「森林における生物多様性の保全（林床植物）」

　　　　　　　　　　　　　　　　西　川　洋　子　氏

表Ⅲ－３ 平成１８年度 北海道森林管理局における研修の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18



 
 
 
 
 

                付属資料 
 
 
 
 
 
  １ 北海道のヒグマの動向 

２ 定山渓国有林における森林づくり 

３ エゾシカの生息状況 

４ 森林資源モニタリング調査結果のうち野生生物に係る結果の概要 

  ５ 定山渓国有林における生物多様性の保全構想(案) 
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                               付属資料－１ 
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付属資料－２ 
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付属資料－３ 

   エゾシカの生息状況 

北海道によって、１９９８年には「道東地域エゾシカ保護管理計画」、２０００年には対象地域を全道

とした「エゾシカ保護管理計画」が策定され、エゾシカの個体数調整を進めようとしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）エゾシカ捕獲数の推移 
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付属資料－４ 

森林資源モニタリング調査結果のうち野生生物に係る結果の概要 
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 １ 北海道国有林における保護林の評価 

 崕山高山植物保護林 

              レブンアツモリソウ群生地保護林 

              シマフクロウ生息地保護林 

              タンチョウ生息地保護林 

              林木遺伝資源保存林 

 

      ２ 保護林の設定箇所一覧 
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